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会員の皆様には、日頃より当協会の事業

推進にあたり格別のご支援ご協力を賜り、厚

くお礼申し上げます。

当協会も一般社団法人として出発してか

らはや2年が経過いたしました。この間、会

員の皆様方や行政当局におかれまして大変ご不便をお掛けいたし

ましたが、事務所の設置、必要な人材の配置やシステムの整備・

充実に努めやっと協会本来の業務を行えるようになりました。これ

もひとえに、関係者の皆様方ご尽力のお陰と感謝申し上げます。引

き続き、会員の皆様方に求められる団体として着実に歩んで行き

たいと考えております。

さて、一昨年来世界的に猛威を奮っている新型コロナ感染症

は、我が国においてもオミクロン株による第6波の流行期に突入し

神戸市でも多くの患者が発生しています。このため、当協会におき

ましても、令和3年度の事業につきましては感染防止対策を最大

限考慮し、食品衛生責任者養成講習会に（公社）日本食品衛生協

会のｅラーニングシステムを導入したり、夏季の食中毒防止研修会

やノロウイルス食中毒防止研修会のオンライン実施などリモート

による事業実施に注力いたしました。また、食品衛生法の改正に

より昨年6月に本格施行されましたＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の

導入・定着につきましても、新たに「小規模な製造業者向け食品衛

生管理ノート」及び「小規模な販売事業者向け食品衛生管理ノー

ト」を作成し、先に作成済みの「小規模な一般飲食店向け食品衛

生管理ノート」と併せ市内のほぼ全ての小規模事業者の皆様にお

使いいただける啓発資材を整えました。そのうえで、市内の食品事

業者団体あるいは個人経営の事業者からの個別相談についても

積極的に対応させていただき、その団体や営業者に適したＨＡＣ

ＣＰプランの作成やその実施について助言を行い、ご好評をいた

だきました。

一方、許可及び届出対象施設の新設・変更につきましては、神

戸市と連携し市内事業者へ郵送等による広報・啓発を行うととも

に、会場集合型の食品衛生責任者養成講習会等において受講者

に啓発チラシを配布するなどその内容についての周知を図りまし

た。

さらに、令和3年度からは、当協会が市内7支所の事務局業務を

実質的に受託することとなりました。各支所の総会はコロナ禍によ

り見送りとせざるを得ませんでしたが、HACCPセミナーなどは感

染状況を見据え開催することができました。

令和4年度には、新型コロナウイルスと共生する「withコロナ」

の観点から食の安全性の更なる向上を目指して協会、支所の事業

をすすめていきたいと思っています。今後とも神戸市のご指導をい

ただきながら、（公社）日本食品衛生協会をはじめ関係団体と連

携し食品衛生の自主管理の推進に向け努力してまいりますので、

会員の皆様方のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

最後になりましたが、会員の皆様方の益々のご健勝とご多幸を

祈念いたしまして、ごあいさつとさせていただきます。

　  ご あ い さ つ 一般社団法人神戸市食品衛生協会  会長　原 田　富 男
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一般社団法人神戸市食品衛生協会の皆

様方におかれましては、平素より本市の

保健所施策の諸般にわたりご理解ご協力

を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症は、

全国でオミクロン株への急速な置き換わりが進むとともに、感

染者の多くが軽症・無症状者である一方で、中等症・重症者

の割合が低くとも患者数が増加しております。また、コロナ禍

に際しましては、新しい生活様式の導入や営業の制限等が引き

続き求められ、食品を取り扱われる皆様におかれましても、多

大な影響を受けご苦労されていることと存じます。

市内の食中毒事件に関しましては、令和３年でノロウイルス

が１件、カンピロバクターが２件、アニサキスが３件、クドアが

１件の計７件と昨年と比較すると発生件数自体は多くありませ

んでしたが一昨年より微増しておりました。神戸市では、食中

毒に関する注意情報について、貴協会との連携事業である「こ

うべ食の安全メルマガ」にて発信し、事業者等に注意を呼び

かけているところです。皆様におかれましても、食中毒予防対

策として最重要である調理従事者の手洗いの徹底及び健康管

理に努めていだたいているところですが、引き続きの取り組み

をお願いいたします。

また、HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理の制度化をは

じめとする改正食品衛生法が施行されHACCPに沿った衛生

管理については令和３年６月に義務化されました。貴協会にお

かれましては、各種講習会の中で厚生労働省が内容を確認し

た手引書に沿った衛生管理計画の作成・実施に必要な支援等、

改正食品衛生法の普及啓発に取組んでいただいておりますこ

とに深く感謝いたします。各業界において、HACCPに沿った

衛生管理が円滑に運用されるようになるには時間がかかります

が、本市と連携のうえ粘り強い取り組みをお願いいたします。

最後になりましたが、一般社団法人神戸市食品衛生協会の

ますますのご発展と会員各位のご健勝、ご繁栄を祈念いたしま

して、ご挨拶とさせていただきます。

一般社団法人神戸市食品衛生協会の

みなさまにおかれましては、日頃より食品

の衛生管理や、食品衛生に関する普及・

啓発の推進など、市政に対し格別のご協

力を賜り、深く感謝申し上げます。

昨年秋の市長選挙におきまして、市民のみなさまからご信任

を賜り、３期目の市政を担わせていただいておりますが、私に

課せられた責任の重さを常に胸に抱きながら、市民のみなさま

からの期待にお応えできるよう、全力を尽くしていく所存です。

新型コロナウイルス感染症については、医療従事者のみな

さまをはじめ、多くの事業者や市民のみなさまのご協力をいた

だき、この未曽有の危機に対処してきました。これ以上の感染

再拡大を阻止し、医療崩壊を防ぐため、医療提供体制とＰＣ

Ｒ検査体制の確保に努め、３回目のワクチン接種を安全かつ

迅速に進めるとともに、コロナ禍で大きな影響を受けた市民

や事業者に対するきめ細かな支援を展開するために、令和４

年度予算においても引き続きコロナ対応を最優先に、市民の

命と健康を守り、神戸経済を回復させることに全力で取り組ん

でまいります。

神戸のまちづくりについても、コロナウイルスの出現前から

の課題である超高齢社会、東京一極集中はもちろん、とりわ

け人口減少への対応に、強い決意と覚悟をもって取り組みま

す。都心・ウォーターフロントの再整備を着実に進め、拠点駅

のリノベーションを行うことによって、バランスのとれたまちづ

くりを進めていきます。同時に、神戸が持つ豊かな自然環境を

活かし、六甲山上スマートシティ構想や里山の保全・活用を進

め、若い世代が集い、住まい、働き、多様な活動が展開され

るまちをめざします。また、子育てや教育、孤独・孤立など各

種施策の充実を図るとともに、世代を超えて市民がお互いに

助け合う、人にやさしい地域社会の構築にも努めます。

神戸は、戦災や災害、阪神・淡路大震災など、幾多の困難

を市民の力で乗り越えてきたまちです。これからも国内外に貢

献し、市民が誇りをもつ神戸であり続けるために、『海と山が

育むグローバル貢献都市』の実現に向けて取り組んでいきま

す。

みなさまには引き続き、神戸市政に対し、ご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、貴協会の益々のご発展と、会員のみ

なさまのご健勝とご活躍を心より祈念いたしまして、ご挨拶と

させていただきます。

ごあいさつ 神戸市長　 　　　　　　

ご挨拶　神戸市食品衛生協会の皆様へ 神戸市保健所長　楠　　信也
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〇厚生労働大臣表彰
　食品衛生功労者（2名）
　東灘支所　松本　茂吉（㈱いろは精肉店）

　中央支所　谷川清十郎（神戸ヤクルト販売㈱）

〇（公社）日本食品衛生協会長表彰
　食品衛生功労者（1名） 
　灘　支所　野々村禎之（ウオクニ㈱）

　食品衛生行政担当官（2名）
　赤穂　芳彦（食肉衛生検査所）

　東方　裕諭（西部衛生監視事務所）

〇（一社）神戸市食品衛生協会長表彰
　食品衛生功労者（4名）
　中央支所　松原　　宏（株式会社松原製餡所／菓子製造業）

　西部支所　木藤　英男（�エム・シーシー食品株式会社　

神戸工場／そうざい製造業）

　北　支所　河池　廣太（リバーポンド／飲食店営業）

　垂水支所　藤井　真治（ハマヤ製パン工場／菓子製造業）

　食品衛生優良施設（5施設）
　東灘支所　キューピー株式会社神戸工場（ソース類製造業）

　中央支所　エッチ・ケー食品株式会社

　　　　　　 （食品の冷凍又は冷蔵業（製造））

　西部支所　株式会社増田製粉所（食品製造業）

　北　支所　天地の宿　奥の細道（飲食店営業）

　西　支所　山崎製パン株式会社神戸工場（菓子製造業）

〇（一社）神戸市食品衛生協会長表彰
　食品衛生優良従業員（52名）
　東灘支所（18名）

石原　弘太（ゴンチャロフ製菓株式会社　御影工場）

加治屋憲二（�生活協同組合コープこうべ　

六甲アイランド食品工場）

日下　秀樹（�昭和産業株式会社　神戸工場）

小林　隆之（�株式会社マルヤナギ小倉屋）

坂下　義人（�愛菜　甲南店）

實松　史郎（�伊藤ハム株式会社　神戸工場）

杓居富貴子（�高嶋酒類食品株式会社）

高見　研一（�甲南油脂株式会社）

髙見健一郎（�伊藤ハム株式会社　六甲工場）

土肥　正人（�エム・シーシー食品株式会社　甲南工場）

中尾　　誠（�白鶴酒造株式会社　灘魚崎工場）

中田　充紀（��株式会社ロック・フィールド　

神戸ファクトリー）

野上　勝司（�植田製油株式会社）

野村　良一（�カネテツデリカフーズ株式会社　六甲工場）

松島　光明（�東洋ナッツ食品株式会社）

森田　秀一（�マ・マーマカロニ株式会社　神戸工場）

矢尾田克巳（�生活協同組合コープこうべ）

梁瀬　　香（�株式会社淡路屋）

　灘　支所（5名）
畑林　克彦（�ゴンチャロフ製菓株式会社）

中井　貴彦（�ケンコーマヨネーズ株式会社）

馬野　　誠（�サンナッツ食品株式会社）

曽　　礼子（�サンナッツ食品株式会社）

花尻�さおり（特別養護老人ホームブルーバレイ）

　中央支所（10名）
紺原　正積（�穂波産業株式会社）

石川　清夫（�株式会社トアロードデリカテッセン　

大丸神戸店）

日高　誠子（�株式会社ロック・フィールド　ＲＦ１　

大丸神戸店）

玉井　信二（�神戸ポートピアホテル）

川崎　幸子（�淡路屋　新神戸店）

福田　満代（�淡路屋　神戸駅１号店）

石井　　志（�株式会社松原製餡所）

斉藤　秀樹（�ホテルオークラ神戸）

立花　成人（�オリバーソース株式会社）

山崎　一樹（�オリバーソース株式会社）

　西部支所（6名）
中嶋美佑紀（�株式会社神戸珈琲）

村上　　毅（�ミヨシ油脂株式会社　神戸工場）

渡邊　百合（�有限会社くわの園）

木山ますみ（�生活協同組合コープこうべ　コープ西宮）

和泉美佐子（�生活協同組合コープこうべ　コープ長田）

柏木　　豊（�エム・シーシー食品株式会社　神戸工場）

　北　支所（3名）
大谷　修二（�兵庫興農株式会社）

谷　　浩美（�株式会社清浄野菜普及研究所）

澤井真由美（�生活協同組合コープこうべ　コープ有野）

　垂水支所（2名）
坂口　洋成（�ミートショップ　ミカゲヤ）

杉山　淳子（�株式会社垂水亀井堂）

　西　支所（8名）
戸田　篤志（�モロゾフ株式会社　生産本部西神工場）

横田　晃生（�澤田食品株式会社　本社工場）

松本　裕司（�グリコマニュファクチャリングジャパン

株式会社　神戸工場）

岡田　　淳（�アサヒ飲料株式会社　六甲工場）

西山　亜依（�敷島製パン株式会社　

パスコウエストカンパニー　神戸工場）

花川　裕英（�焼肉工房　西神飯店）

淺沼　大輝（�雪印メグミルク株式会社　神戸工場）

當寺ヶ盛香（�ケンコーマヨネーズ株式会社　西神戸工場）

食品衛生の発展と衛生思想の向上を図ることを目的として、「関係法規を理解実践し、かつ、衛生行政に積極的に協力し、業界の指導育成に

特に功労があり他の模範となる方 」々（食品衛生功労者）、及び「関係法規を理解実践し、かつ、衛生行政に積極的に協力し、その施設が特に

優秀で他の模範となる施設」（食品衛生優良施設）の表彰を行っています。

令和3年度、神戸市からは以下の方々が受賞されました。新型コロナウイルス感染症予防に留意して、（一社）神戸市食品衛生協会長の表彰

式のみ開催されました。（敬称略）

令和３年度
厚 生 労 働 大 臣
公益社団法人日本食品衛生協会長
一般社団法人神戸市食品衛生協会長

表 彰
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リスク・コミュニケーション活動
〇「こうべ食の安全メルマガ」を発行しています

（令和2年10月～）
　食中毒警報をは

じめ、発生した食

中毒事件の概要や

HACCPに沿った衛

生管理、食品衛生

法の改正など、食の

安全に関するタイム

リーな話題を概ね週

1回のペースで配信し

ています。また、夏期食中毒及びノロウイルス食中毒予防研修会の

案内なども配信しています。令和3年度の配信数は83回、登録

数は約1200件です。

〇さんちか・花時計ギャラリーに食品衛生啓発パネル
を掲示しました� （令和3年6月・11月）

　さんちか・花時計ギャラリーに、食中毒予防啓発パネルを展示し

ました。6月は「食中毒予防3原則」と「肉類の生食は危険です」

の2 種類。11月は「ノロ

ウイルス食中毒の予防」、

「ふぐ・かきの取扱い」、「テ

イクアウト・デリバリーの

注意事項」の3項目。イ

ンパクトのあるサイズと色

づかいで、通行される方も

足をとめられていました。

展示期間：夏期　  6 月   3 日（木）～   9 日（水）、
冬期　11 月 18 日（木）～ 24 日（水）

〇食の安全・安心パトロールを行いました
（令和3年11月25日）

　リスクコミュニケーションの推進、食品衛生の啓発向上に向けた

取り組みとして、消費者・食品事業者、行政が合同で行う「食の安

全・安心パトロール」を開催しました。消費者代表として神戸市婦

人団体協議会から４名、食品衛生指導員4名と食品事業者1名、

神戸市保健所及び食品衛生課から4名が参加し、大丸神戸店のご

協力の下、「鮮魚・塩干」と「野菜・果物・日配品」売り場を中心に、

協会のホームページをリニューアルしました（令和3年7月）
　食品衛生責任者養成講習会やフォロー

アップ（実務）講習会の申込・支払いもHP

からできるようになりました。

　食の安全に関する情報「こうべ食の安全

メルマガ」のバックナンバーや、当協会で作

成したHACCPに関する資料を掲載してい

ます。Facebookなどのソーシャルネットワー

キングメディアも活用しながら、リアルタイム

な情報発信に努めています。

食品の表示・保存・従業員

の身だしなみや売り場の清

潔状態などをチェックしまし

た。その後意見交換を行い、

それぞれの主体が食品衛生

について関心と認識を持ち

行動・実践を推し進めるこ

とが食の安全・安心の実現

に欠かせないことを確認し、パトロールを終えました。

各種講習会

〇食品衛生責任者養成講習会
　対面式講習会は18回開催し、1,519名が受講しました。令和

3年11月からは、パソコンやスマホから受講できる「eラーニング」

も始まり、修了者は571名となっています。（令和3年2月末現在）

〇食品衛生責任者フォローアップ（実務）講習会
　令和3年度から、本格導入となったHACCPについて、実習を

取り入れた内容を盛り込み、一般飲食店向けと、食品製造・販売

店向けに分けて講習を実施しました。一般飲食店向けは6回116名、

食品製造・販売店向け：3回37名が参加しました。講習終了後には、

HACCPの個別相談も行いました。

〇オンライン研修会をはじめました
（令和3年7月、11月）

　新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、「夏期食中毒予防研

修会」と、「ノロウイルス食中毒予防研修会」をオンラインで開催し

ました。両日とも200施設以上が事前登録、視聴しました。講習

に参加した方の感想としては、「移動時間や感染の不安がなく良かっ

た」、「図やグラフが見やすかった」、「リアルタイムで質問に答えてい

ただき、理解が深まった」と好評でした。また、当日の講習の動画

を、「こうべ食の安全メルマガ」登録者限定で配信しました。これに

ついても「後から時間があるときにゆっくり視聴できる」、「職場で活

支部・支所事業だより

協会HP→



（ 5）

用できる」との感想を

いただいています。今

後のコロナの感染状況

も見据えながら、オン

ライン研修も継続して

いく予定です。

●夏期食中毒予防研修会（7 月 21日）
　参加登録数 236、参加者（推定）354 名、

動画再生回数（7/28 ～ 9/30, Ｚｏｏｍウエビナー）50 回
●ノロウイルス食中毒予防研修会（11月 5 日）
　事前参加登録数　154、参加者数　228 名、
　動画再生回数（11/9 ～ 2/15、YouTube）323 回

〇ノロウイルス食中毒予防【実践】研修会を
開催しました� （令和3年11月）

　ノロウイルス食中毒を予防するための手洗い方法や汚物の処理

について実習を交えて学ぶ研修会を開催しました。今年度は消費

者代表として兵庫区婦人会の方にもご参加いただきました。「ノロウ

イルス食中毒の現状」、「ノロウイルスを防ぐための効果的な手洗い」

の講義のあと、手洗いチェッカーを使って、手の洗い残しが多い部

分などをチェックしました。汚物の処理では、嘔吐物に見立てたヨー

グルトをつかって、処理者の感染を防止しながら汚染を広げないた

めの処理の方法を学びました。

11月10 日（水）・11日（木）
　神戸市立兵庫区文化センター　参加者のべ 37 名

食品衛生指導員活動

〇食品衛生指導員研修会を開催しました
（令和3年7月27日）

　研修内容は、「食

品衛生法改正に伴う

制度の変更について」

（神戸市食品衛生課）、

「HACCPの基礎と実

践」（兵庫県予防医学

協会）、「食品衛生指導

員の役割について」（事務局）、

参加者は34名でした。

〇巡回指導
　8月と12月の巡回指導を通

して、食品事業者の自主衛生

管理の向上を目指しています。

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」推進事業
　「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を推進するために、

事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組む際の負担軽減を図

るため、食品関係団体が作成した「手引書」を基に、衛生管理計

画の策定と記録・振り返りを行うための冊子、「食品衛生管理ノート」

を作成しました。現在「小規模な一般飲食店向け」「小規模な製造

事業者向け」「小規模な販売事業者向け」の3種類を作成していま

す。使い方はこの機関紙の7ページに掲載していますので、ご活用

ください。

支所事業
〇HACCPセミナーを開催しました（令和3年 9月）
　当協会で作成した「食品衛生管理ノート」を使ってHACCPの考

え方を取り入れた衛生管理の導入方法について説明しました。小規

模な飲食店向けと、食品製造・販売店向けの2つに分けて、各3

回の講習を実施し、合わせて85名が受講しました。講習終了後に

個別相談会も実施し、HACCPに関して理解を深めていただく機

会となりました。

9 月14日  東灘区  11名、15日  中央区  44名、
　　30日  長田区  30名

〇保健所（衛生監視事務所）との情報・意見交換会
を行いました（令和4年1月）

　 令和 4 年1月20

日、神戸市保健所と

西部・垂水支所会員

との情報・意見交換

会を行いました。参加

者は10名でした。こ

の事業は、今年度か

ら各支所の事務局が

保健所（衛生監視事

務所）から（一社）神

戸市食品衛生協会に

変更になったことに伴

い、支所と保健所と

のいっそうの連携を図

るため、市内各支所

で新事業として計画さ

れました。西部・垂水

支所以外の支所でも1月末から2月上旬にかけて順次開催予定で

したが、新型コロナウイルスの感染拡大のため中止となりました。こ

の会では、まず保健所（西部衛生監視事務所）から食品衛生法改

正及び食品衛生に関する神戸市の問い合わせ先（生活衛生ダイヤル）

について説明をいただきました。その後、参加者に事前にいただい

た質問も踏まえて、意見交換を行いました。参加者からは、オンラ

インでの食品衛生申請システムに関することなどについて質問が出

されました。
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令和3年神戸市食中毒発生状況
No. 発生月日 摂食者数 患者数 原因食品 病因物質（血清型等） 原因施設

1 3/19 1 1 サバきずし（魚介類その他） アニサキス 中央区
飲食店

2 3/7 5 5 3 月 6 日に提供された鶏刺身を含む食事（その他） カンピロバクター・ジェジュニ 中央区
飲食店

3 7/15 6 4 ヒラメ、マグロ等の寿司（魚介類その他） クドア・セプテンプンクタータ 中央区
飲食店

4 8/5 1 1 8 月 4 日に提供されたサバ寿司を含む食事（魚介類その他） アニサキス 東灘区
飲食店

5 11/29 1 1 11月 28 日に提供された炙りしめさばを含む食事（魚介類その他） アニサキス 中央区
飲食店

6 12/23 10 7 12 月 22 日に提供された食事（その他） ノロウイルス G Ⅱ 中央区
飲食店

7 12/31 9 7 12 月 29 日に提供された鶏刺身を含む食事（その他） カンピロバクター 中央区
飲食店

計 33 26

一般社団法人　神戸市食品衛生協会

東灘、灘、中央、北、西部、垂水、西
の各支所の事務局を兼ねる

〒651-0086　神戸市中央区磯上通8-1-8　アジアビルディング503
TEL：078-862-6470　FAX：078-862-6490　HP 神戸市食品衛生協会

食品衛生に関する神戸市の機関・連絡先
機　　関 所　在　地 連　絡　先

神戸市健康局食品衛生課 〒650-8570　中央区加納町6-5-1
　神戸市役所1号館20階

生活衛生ダイヤル
TEL：078-771-7497　　
（電話受付は平日8：45～ 17：30）
FAX：050-3156-2902
e-mail：�pwd-kobe-eisei@persol.co.jp

神戸市健康局保健所
東部衛生監視事務所
（東灘区・灘区・中央区・北区）

〒651-8570　中央区雲井通5-1-1
　中央区役所内8階

神戸市健康局保健所
西部衛生監視事務所
（兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区）

〒�653-8570　長田区北町3-4-3　
長田区役所５階

正しい手洗いや吐物処理についての実践的な講習会です。

２．HACCPに関する相談業務
　令和3年6月1日から完全施行となったHACCPの導入や実施、

振り返りを支援するための相談業務を行っています。

３．食品衛生指導員活動
　当協会の中核となる食品衛生指導員活動は、自主衛生管理体制の

確立を促進し、消費者に対しては食品衛生思想の普及活動を行い、食の

安全の向上を追求していく上で、重要な活動となっています。

　神戸市では、保健所をはじめ行政機関と連携・協力のもと、112名

の食品衛生指導員が食品等事業者の衛生指導、消費者の食品衛
生意識の啓発など、幅広い活動を行っています。

４．メールマガジンの配信
食中毒警報や食の安全に関する情報発信を

行うため「こうべ食の安全メルマガ」の配信を行っ

ています。ホームページからご登録いただけます

ので、ご活用ください。

５．（公社）日本食品衛生協会の営業賠償共済
　食品事故からお店を守る営業賠償共済への加入を推進してい

ます。お申し込みお問い合わせは（有）保険ネットワークセンター

（☎０７８－８０６－０１０５）までお願いします。

１．各種講習会の開催
（１）食品衛生責任者養成講習会
　新たに食品衛生責任者になられる方で、まだ資格をお持ちでない方

の資格取得を目的として開催される講習会です。

　研修会場で受講する対面式講習と、パソコンやスマホを使って受講

するeラーニング講習があります。カリキュラムはどちらも同じで、受講料

は10，000円です。対面式の会場は三宮研修センター（神戸市中央区）

です。どちらも当協会ホームページからお申込みいただけます。

（２）食品衛生責任者フォローアップ（実務）講習会
既に食品衛生責任者の資格をお持ちの方を対象に、食中毒予防の

実践やHACCPの導入など衛生管理の向上を目的として開催される

講習会です。一般飲食店向けと、食品製造・販売店向けの2種類があ

ります。受講料はいずれも4,000円です。当協会ホームページからお申

込みいただけます。

（３）アイスクリーム類（ソフトクリーム）の衛生に関する講習会
神戸市ソフトクリーム衛生協会と共催で、ソフトクリーム製造従事

者を対象に実施しています。令和４年は６月２３日（木）です。申込方法

等は当協会ホームページでお知らせします。

（４）夏期食中毒予防研修会
　食中毒予防特別期間（６月～9月）にあわせて、食中毒発生リスクの高い

業種を中心に衛生管理のポイント等について学ぶための講習会です。

（５）ノロウイルス食中毒予防実践研修会
　（公社）日本食品衛生協会の「ノロウイルス食中毒予防特別期間」

（11月～１月）に合わせて、ノロウイルス食中毒の予防に不可欠な、

神戸市食品衛生協会事業のご案内神戸市食品衛生協会事業のご案内

こうべ食の安全メルマガ登録
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『食品衛生管理ノート』のご紹介と使い方について
　令和３年６月１日、「HACCPに沿った衛生管理」が本格施行となり、原則すべての食品等事業者において
取り組むことが義務付けられたことは、すでにご承知のことと思います。
　ここでは、小規模事業者を対象とした「HACCＰの考え方を取り入れた衛生管理」を皆さまができるだけ
スムーズに導入できるように制作した「食品衛生管理ノート」についてご紹介したいと思います。

1食品衛生管理ノートとは
　神戸市健康局食品衛生課監修のもと、神戸市食品衛生協会で制作したもので、一般飲食店向け、小規模
な製造事業者向け、小規模な販売事業者向けの３種類の食品衛生管理ノートがあります。

2食品衛生管理ノートの使い方
　「HACCＰの考え方を取り入れた衛生管理」は、厚生労働省のホームページに掲載されている手引書に
基づき導入しますが、当ノートに従って進めていただくと基本部分が導入できるように構成されています。
※最後の記録が終わってから１年間程度保管して、必要に応じて保健所等に提示してください。

3食品衛生管理ノートの入手方法
　東部衛生監視事務所、西部衛生監視事務所、神戸市食品衛生協会で入手できます（無料）が、在庫が無い
場合があります。
　そのときは、神戸市食品衛生協会のホームページの＜HACCP導入支援＞に食品衛生管理ノートのデー
ターが掲載されていますのでダウンロードしてお使いください。

食品衛生管理ノートに関するお問い合わせは、（一社）神戸市食品衛生協会までお願いいたします。

一
般
飲
食
店
向
け

小
規
模
な
製
造
事
業
者
向
け

小
規
模
な
販
売
事
業
者
向
け

Step2 衛生管理計画の実行

Step4 振り返り

Step3 実行した内容を
　　　　 確認して記録
記録表は、１年間分記録できます

Step1 衛生管理計画の作成
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公益財団法人兵庫県予防医学協会
保健環境センター

〒658-0046 神戸市東灘区御影本町6-5-2
電 話（０７８）８５６－２２１１
ＦＡＸ（０７８）８５６－９１７２
http://hyogo-yobouigaku.or.jp

衛生管理を
サポートします！

一般社団法人 神戸市食品衛生協会　社員名簿
（令和４年３月 31 日現在）

役職名 社　　員　　名 社員代表者
代表理事
（会　長）

神戸市学校給食パン協会 原田　富男

理　事
（副会長）

西部食品衛生協会　　（株式会社内藤製饀） 内藤　豊彦

理　事
（副会長）

垂水食品衛生協会　　（株式会社上東商店）
　　　　　（兵庫県食肉生活衛生同業組合）

上東　公治
〃

監　事 兵庫県飲食業生活衛生同業組合 入江　眞弘

監　事
中央食品衛生協会　　（穂波産業株式会社）
　　　　　　　　　（兵庫県生麺協同組合）

岩佐　正美
〃

理　事
東灘食品衛生協会
　　　　　　（株式会社マルヤナギ小倉屋）

柳本　一郎

理　事 灘食品衛生協会（ サンナッツ食品株式会社） 鈴木　英雄

理　事
北食品衛生協会　　　　（株式会社上大坊）
　　　　　　　　（有馬温泉旅館協同組合）

堂加　雅丈
〃

理　事 西食品衛生協会　　　　（ぼんち株式会社） 遠藤　純民

理　事 灘五郷酒造組合 白樫　達也

理　事 神戸牛乳事業協同組合 中尾　嘉延

理　事 神戸市小売市場連合会　 吉岡　　治

理　事 神戸食肉事業協同組合 辰己　真一

理　事 兵庫県料理業生活衛生同業組合 栗栖　正明

理　事 兵庫県パン商工組合 東山　英夫

社　員 兵庫県食鳥肉販売業生活衛生同業組合 山中　輝彦

社　員 一般社団法人兵庫県洋菓子協会　 佐野　靖夫

社　員 神戸凍氷販売組合連合会 井田　恭子

社　員 一般社団法人神戸市中央卸売市場運営協議会 関谷　繁雄

社　員 兵庫県鮨商生活衛生同業組合 貝塚　一夫

社　員 兵庫県麺類食堂業生活衛生同業組合 箱﨑　孝治

社　員 神戸水産物小売協同組合 三坂　晃司

社　員 兵庫県菓子工業組合 佐々田善彦

一般社団法人　神戸市食品衛生協会　協賛者名簿
（令和４年３月 31 日現在）

会　　社　　名 住　　　　　所 電話番号
サラヤ株式会社近畿支店
神戸営業所

〒652-0882
神戸市兵庫区芦原通2-1-2

☎652-6331

セイコー産業株式会社
〒651-1132
神戸市北区南五葉6-2-9

☎591-0834

三井住友海上火災保険
株式会社 神戸支店

〒650-0023
神戸市中央区栄町通1-1-18 
三井住友海上神戸ビル8階

☎331-8517

公益財団法人　
兵庫県予防医学協会

〒657-0846
神戸市灘区岩屋北町1-8-1

☎855-2715

株式会社千葉出版
〒652-0816
神戸市兵庫区永沢町4-4-18

☎531-4789

株式会社ポート
〒651-0072
神戸市中央区脇浜町2-7-9

☎221-0111

サンヨー環境株式会社
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30
三宮国際ビル7階

☎261-0311

一般財団法人　
神戸市学校給食会

〒651-0083
神戸市中央区浜辺通5-1-14

☎221-3132

アクティス株式会社
〒657-0854
神戸市灘区摩耶埠頭1番
業務センタービル507

☎090-8651-6889

万一の事故からお店や生活を守るため、あらゆる備えをしましょう。
【あんしんフード君・スーパーあんしんフード君】

・食中毒等の賠償事故 ・営業停止中の利益補償

・事業主さん従業員さんの業務災害事故

【各種保険取扱】

・店舗の火災事故 ・配達や買出しの自動車事故

　食品営業賠償共済　普及推進員　太田晃司
　　有限会社　保険ネットワークセンター
　　〒６５７－０８５４
　　　神戸市灘区摩耶埠頭　業務センタービル５０５
　　　ＴＥＬ　０７８－８０６－０１０５
　　　ＦＡＸ　０７８－８０６－０１０９

　　事故解決まで応援いたします。ご相談ください。




